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ビジネス情報番組「賢者の選択」（ＢＳ１２.毎週日曜日
18：00～18：27）にて法人会の活動をわかりやす
く紹介されました。栗原法人会のホームページから
視聴できますのでアクセスしてみて下さい。



　

昭
和
四
十
年
築
館
町
伊
豆
で
先
代
が
創
業
開

始
し
昭
和
六
十
年
九
月
現
在
の
志
波
姫
南
堀
口

に
移
転
し
ま
し
た
。
平
成
七
年
に
法
人
登
録
し

現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
四
年
工
場
向
か
い
側
敷
地
に
第
2

工
場
と
し
て
塗
装
、
組
立
工
場
を
新
築
し
ま
し

た
。

　

仕
事
内
容
は
農
機
具
修
理
、
鉄
・
ア
ル
ミ
・

ス
テ
ン
レ
ス
等
金
属
溶
接
。
旋
盤
、
フ
ラ
イ
ス
、

ボ
ー
ル
盤
等
切
削
加
工
。
生
産
機
械
修
理
、
製

作
、
改
造
。
鉄
板
切
断
、
折
り
曲
げ
加
工
、
供

給
切
れ
部
品
製
作
、
ワ
ン
オ
フ
部
品
製
作
等
金

属
全
般
に
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

創
業
当
時
は
農
機
具
修
理
、
部
品
製
作
が
主

な
内
容
で
し
た
。
今
で
は
生
産
機
械
の
修
理
、

製
作
や
付
帯
設
備
の
製
作
設
置
等
と
内
容
が
変

わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
構
造
は
一

緒
な
の
で
何
と
か
対
応
し
て
き
ま
し
た
。
と
は

言
え
、
扱
う
機
械
が
多
岐
に
わ
た
り
皆
様
に
ご

迷
惑
を
お
掛
け
し
な
が
ら
ご
指
導
受
け
対
応
で

き
て
来
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
後
は
今
ま
で
通
り
迅
速
な
対
応
を
心
が
け
、

地
域
社
会
に
密
着
し
た
皆
様
に
必
要
と
さ
れ
る

会
社
を
目
指
し
全
力
投
球
で
頑
張
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

《
次
回
登
場
企
業
紹
介
》

　

栗
駒
の「(

株)

コ
マ
テ
ッ
ク
」さ
ん
で
す
。

有
限
会
社

　
久
光
製
作
所

 企業リレー［　　　　　］毎号表紙を飾っていただくの
は各企業の社員さんです。
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先
頃
何
か
と
話
題
に
な
っ
た（
都
知
事
・
県
議
会
議
長
）に
よ
る
政
治
資
金
の
公
私
混
同
的
使
用
の
話
は
我
々

企
業
、
商
業
経
営
者
に
も
接
待
費
・
厚
生
費
等
の
計
上
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
事
柄
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
？

判
っ
て
い
る
つ
も
り
を
も
う
一
度
再
確
認
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

今
回
は
東
北
税
理
士
会
宮
城
県
北
支
部
の
税
理
士
先
生
に
お
話
を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

会
社（
店
）経
費
の
公
私
混
同
的
使
用
に
つ
い
て

　

一
昨
年
前
の
法
人
会
研
修
で
も

「
接
待
費
」に
つ
い
て
講
義
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
内
容
は
、
使
え

る
接
待
費
は
有
効
に
使
い
ま
し
ょ
う
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
今
回
は
、
更
に「
法

的
」を
超
え
た「
心
情
的
」と
い
う
要
素

が
加
わ
り
ま
す
。
我
々
が
気
を
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
法
的
に
認
め
ら

れ
て
い
れ
ば
大
丈
夫
な
の
だ
と
自
分
本

位
に
考
え
が
ち
で
す
が
、
注
意
す
る
点

を
教
え
て
下
さ
い
。

税
理
士
先
生　

事
業
に
関
係
す
る
者
等
に

対
す
る
接
待
、
供
応
、
慰
安
、
贈
答
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
の
た
め
に

支
出
す
る
費
用
を
一
般
的
に「
交
際
費
」

と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
企
業
が
事
業
遂

行
上
の
必
要
性
か
ら
支
出
す
る
交
際
費

は
本
来
事
業
上
の
経
費
と
し
て
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
注

意
す
べ
き
点
は
、
事
業
遂
行
上
必
要
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
こ

と
で
す
。
親
戚
、
友
人
や
知
人
の
慶
弔
・

禍
福
の
際
に
支
出
す
る
祝
儀
・
不
祝
儀

の
類
の
も
の
は
個
人
的
費
用
に
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

舛
添
要
一
氏（
前
東
京
都
知
事
）

が
疑
問
を
持
た
れ
た
家
族
役
員
と

の
宿
泊
を
伴
う
会
議
な
ど
の
考
え
方
は

親
族
会
社
と
し
て
は
ど
の
よ
う
に
処
理

す
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。（
外

食
の
場
合
な
ど
）

税
理
士
先
生　

会
議
に
要
し
た
費
用
に
つ

い
て
は
、
会
議
の
実
体
が
必
要
で
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
会
議
室
の
使
用
料
、

講
師
謝
礼
、
資
料
代
、
お
茶
代
等
の
費

用
に
つ
い
て
は
会
議
費
と
し
て
処
理
す

る
方
法
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
又
、
会

議
の
内
容
が
説
明
で
き
る
よ
う
、
資
料

は
保
存
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
又
、

宿
泊
費
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
事
業
の

遂
行
上
必
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
だ
と

思
い
ま
す
。
宿
泊
し
た
役
員
全
員
が
家

族
で
あ
る
場
合
は
、
会
社
の
費
用
に
で

き
る
か
ど
う
か
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま

す
が
一
般
的
に
は
個
人
的
な
支
出
に
な

る
と
考
え
ま
す
。
外
食
の
場
合
も
同
じ

に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

会
社
代
表
や
商
店
主
は
付
き
合

い
も
多
く
礼
服
を
着
る
機
会
も
多

い
で
す
が
経
費
扱
い
に
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。（
祭
り
・
祝
い
等
領
収
書

の
出
な
い
場
合
な
ど
）

税
理
士
先
生　

得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他

事
業
に
関
係
の
あ
る
者
等
に
対
す
る
、

慶
弔
・
禍
福
に
関
す
る
支
出
は
、
交
際

費
に
な
る
の
で
、
領
収
書
が
な
け
れ
ば

「
ダ
メ
」
と
云
う
事
で
は
な
い
の
で
「
支

払
証
明
書
」
に
支
出
し
た
内
容
を
書
い

て
保
存
す
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。
支

払
証
明
書
で
な
く
と
も
、
例
え
ば
お
礼

状
の
は
が
き
に
、
相
手
先
の
名
称
、
支

出
し
た
金
額
等
を
書
き
込
ん
で
、
証
明

書
類
に
し
て
お
け
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

　

他
に
税
理
士
先
生
よ
り
経
理
上

の
注
意
点
を
ご
教
示
お
願
い
致
し

ま
す
。

税
理
士
先
生　

他
に
交
際
費
で
公
私
混
同

さ
れ
や
す
い
支
出
と
し
て
ゴ
ル
フ
の
費

用
や
飲
食
代
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ゴ

ル
フ
や
飲
食
代
の
費
用
が
得
意
先
、
仕

入
先
、
そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
者
で

あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
領
収
書

に
同
伴
者
と
飲
食
の
相
手
方
の
氏
名
等
、

そ
の
内
容
を
メ
モ
書
き
に
し
て
お
く
の

が
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

結
論
で
す
。
会
社
の
顧
問
の
税
理

士
に
相
談
し
て
い
た
だ
き
適
正
な
会

計
、
税
務
処
理
を
さ
れ
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。

栗原法人会のホームページでは、各種講習会
・研修会・オンデマンドセミナー・税に関す
る情報等がご覧頂けます！詳しくはＷＥＢで！

検索栗原法人会
URL：http://kuri-ho.com
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　平成28年度女性部会総会
会場において、田中税務署長
による税務研修会が行われま
した。平成31年10月導入予
定である「消費税の軽減税率
制度」などについて解説して
頂きました。女性部会員の皆
さんは興味深く聞き入ってお
りました。

４/27
Wed

「税務研修会(平成28年度女性部会総会)」
場　所：栗原市若柳「はさま会館」
テーマ：「未来志向」
講　師：築館税務署　署長　田中啓太郎 氏
参加者数：23名（内一般3名）

　平成28年度定時総会は上程
議案全て原案通り承認可決され
ました。その後、中鉢統括国税
調査官による税務研修会が行わ
れました。消費税の軽減税率制
度について、対象品目の実例な
どを挙げながら分かりやすく解
説して頂きました。

５/26
Thu

「税務研修会(平成28年度定時総会)」
場　所：栗原市築館「ホテルグランドプラザ浦島」
テーマ：「軽減税率制度のポイント」
講　師：築館税務署法人課税部門
　　　　統括国税調査官　中鉢　勝亀 氏
参加者数：82名（内一般11名）

　今後、日本の総人口における高齢化率はさらに上昇を続け、高年
齢者の活躍なくしては人手不足により会社の存続すら危うくなると
いう、深刻な経営課題となっています。本セミナーでは、高年齢者
の「労働意欲」と「生産性アップ」の両立のポイントを押さえた労務管
理と、助成金活用のポイントなどについて解説して頂きました。参
加者の皆さんは熱心に受講していました。

６/21
Tue

「実務セミナー」
場　所：栗原市築館「市民活動支援センター」
テーマ：「年金・社会保険・労務管理実務講座」
講　師：特定社会保険労務士　小島　信一 氏
参加者数：24名（内一般２名） 　初夏の風が心地良い、絶好のゴルフ日和となりました。今年の優勝

者は初参加の高橋富男氏（千葉会計事務所）、準優勝は高橋幸男氏（五
洋商事）、３位は高橋隆氏（高橋工務店）、ベスグロはトータル81・相
馬信幸氏（ALSO）。 皆さんおめでとうございます。

６/22
Wed

「会員親睦ゴルフ大会」
場　所：岩手県一関市「一関カントリークラブ」
参加者数：26名
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栗原法人会の活動レポート　平成28年４月から６月

署　

長 

武
田
　
実

前 

仙
台
国
税
局 

税
務
相
談
室 

主
任
税
務
相
談
官

前
署
長 

田
中 

啓
太
郎

大
阪
国
税
局 

調
査
第
二
部 

調
査
第
十
五
部
門 

統
括
国
税
調
査
官

築館税務署
定 期 異 動
平成28年７月10日付

《お知らせ》
❶
納
め
る
税
金
が
多
す
ぎ
た
場
合
や
還
付
さ

　
れ
る
税
金
が
少
な
す
ぎ
た
場
合

　

税
額
の
減
額
や
還
付
金
額
の
増
額
を
求
め

る「
更
正
の
請
求
」を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
更
正
の
請
求
」は
、
平
成
23
年
12
月
２
日

以
後
に
法
定
申
告
期
限
が
到
来
す
る
国
税
に

つ
い
て
、
原
則
と
し
て
、
法
定
申
告
期
限
か

ら
５
年
間
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
際

に
は
、「
更
正
の
請
求
」を
す
る
理
由
の
基
礎

と
な
る
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
故
意（
勘
違
い
や
単
純
な
誤
り
な

ど
の
過
失
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。）に
内
容
虚
偽

の「
更
正
の
請
求
書
」を
提
出
し
た
場
合
に
つ

い
て
、
法
律
に
罰
則
の
定
め
が
あ
り
ま
す
。

（
参
考
） 

平
成
23
年
12
月
１
日
以
前
に
法
定
申
告

期
限
が
到
来
し
た
国
税
に
つ
い
て
、「
更
正
の

請
求
」を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
過
ぎ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
税
務
署
長
が
増
額
の
更
正

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
で
あ
れ
ば
、
税

額
の
減
額
や
還
付
金
額
の
増
額
を
求
め
る「
更

正
の
申
出
」を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

な
お
、
税
務
署
長
が
増
額
の
更
正
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
減
額
の
更
正

を
行
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
た
め
、
提
出
期

間
内
に「
更
正
の
申
出
書
」を
提
出
さ
れ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
申
出
の
内
容
等
に
よ
っ
て
は
、

調
査
に
よ
り
減
額
の
更
正
を
す
べ
き
事
実
を
確

認
で
き
ず
、
結
果
と
し
て
減
額
の
更
正
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

こ
の
た
め
、「
更
正

の
申
出
書
」に
つ
い
て
は
、
期
限
の
お
お
む
ね

３
か
月
前
ま
で
に
は
提
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

　
　

ま
た
、「
更
正
の
申
出
」に
つ
い
て
は
、
申
出

の
と
お
り
に
更
正
さ
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

❷
納
め
る
税
金
が
少
な
す
ぎ
た
場
合
や
還
付

　
さ
れ
る
税
金
が
多
す
ぎ
た
場
合

　

申
告
内
容
の
誤
り
は
、
修
正
申
告
に
よ
り

訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

税
務
調
査
の
前
に
自
主
的
に
修
正
申
告
を

す
れ
ば
、
過
少
申
告
加
算
税
は
課
さ
れ
ま
せ

ん
。（
注
）

　

た
だ
し
、
法
定
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付

の
日
ま
で
の
間
に
係
る
延
滞
税
が
課
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
注
） 

当
初
の
申
告
が
期
限
後
申
告
の
場
合
は
、

無
申
告
加
算
税
が
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

vol.19
平成 28年 8月

国 税 庁

～ 

近
年
の
国
税
通
則
法
等
の
改
正
も
踏
ま
え
て 

～

平
成
28
年
４
月 

国
税
庁
・
国
税
局
・
税
務
署

税
務
手
続
に
つ
い
て

申告内容に誤りがあった場合の手続


